
地域計画変更における手続きの流れ
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※協議の場：地域計画の見直しや内容の変更を行う際に設ける「区域ごとの話し合いの場（機会）」を指します。
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※受付期間注意 ◆参加者（案）
①区域代表
②区域耕作者
③担い手
④関係機関
⑤近隣住民
など

◆関係機関
①農業委員会
②農地中間
管理機構

③農業協同
組合

④土地改良区
など

●掲載色について
黄色：申出・申請者
赤色：関係者協議
水色：つくば市
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